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９ 地域包括ケアシステムの構築に向けた 

医療・介護提供体制の推進 

 

１ 地域医療介護総合確保基金の改善 

 
【提案内容】                     提出先 厚生労働省 

基金の医療分については、新たな地域医療構想を見据え、地域の実情に

応じた自由度の高い取組が行えるよう、基金の活用にあたって都道府県の

裁量の拡大を図るとともに、各事業区分に対して都道府県の状況に沿った

配分をすること。 

本県は高齢化が急速に進むことにより今後も医療需要が増大することが

見込まれており、不足しているとされる必要病床及び在宅医療の整備に併

せて、医療従事者の確保等も同時に進める必要がある。 

そのため、国は地域の実情に応じた取組に幅広く基金を活用することを

認めるとともに、配分に当たっては、本県をはじめとした今後の医療需要

の増加が見込まれる地域へ重点化すること。 

特に、医療従事者の確保が全国的に課題となっている中、今後は医療分

野へのデジタル技術の活用、いわゆる「医療ＤＸ」の取組を推進していく

必要があることから、サイバーセキュリティ対策も含め、都道府県や医療

機関が行う医療ＤＸの取組に対して、必要な財源措置を行うこと。 

また、建物の増改築や高額な医療機器の購入を現行の診療報酬制度下の

損益モデルで賄うことは難しくなっており、これまでの機能を維持するこ

とも困難な状況である。地域を支える医療機関の老朽化が深刻な問題とな

っている現状を踏まえ、医療機関の建替え等に係る補助メニューを創設す

ること。 

介護分については、介護保険制度導入以前に開設された介護保険施設や

養護老人ホーム等の老朽化が深刻化している現状を踏まえ、介護施設の創

設を条件としない大規模修繕を補助対象メニューに加えるほか、令和６年

能登半島地震を踏まえ、災害レッドゾーン、イエローゾーン等に立地する

高齢者施設の移転・改築が進むよう移転・改築に関する補助単価・要件を

見直すこと。さらに、慢性期の医療を必要とする要介護者のニーズが見込

まれる介護医療院の創設が進むよう、小規模だけでなく広域型の整備も補

助対象とすること。 

また、メニューに無いものや補助単価についても地域の創意工夫が活か

せる仕組みにするとともに、建築コスト等に見合った単価設定とすること。

そのほか、人材確保対策についても、地域の実情や創意工夫が活かせる仕

組みにすること。併せて、事業区分間の融通を認めること。 
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◆現状・課題 

〔本県の今後の医療需要〕 

  本県では、今後も医療需要の増加が見込まれており、その対応には、病床の整備や稼働率向

上、また、在宅医療の更なる体制整備が必要となるが、医療従事者の確保及び勤務医の働き方

改革推進に関する事業も同時に進めなければ、医療提供体制の構築は不可能である。新たな地

域医療構想を見据え、地域の実情に応じた自由度の高い取組を行う必要があるので、都道府県

の裁量の拡大を図るとともに、特に本県においては、高齢化が急速に進むことにより、他の地

域と比べて大幅な需要増が想定されることから、基金の重点配分が不可欠である。 

 〔医療ＤＸの推進〕 

厚生労働省では、医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業として、医療機関に対す

る支援メニューが令和６年度から実施され、令和８年度からは外部接続点の適正化に係る経費

の補助も行われる見込みではあるが、対象となる病院数に限りがある状況となっている。近

年、地域医療介護連携ネットワークでの情報共有をはじめ、医療機関間のデジタル情報連携が

進んでおり、今後、全国医療情報プラットフォームを介したデジタル情報連携もより一層、進

んでいくところ、全ての医療機関において十分なサイバーセキュリティを確保し、サイバー攻

撃の経路を減らしていくことが喫緊の課題である。 

また、医療機関における電子カルテ等の導入は、基本的には医療機関の自助努力によって進

められている。 

こうした状況の中、今後の医療提供に当たっては医療人材の確保に苦慮する中、医療機関に

おける医療ＤＸの推進は急務であることを踏まえると、全ての医療機関が十分なサイバーセキ

ュリティを確保できるよう、補助金の拡充等より一層の財政支援や、医療情報システムを取扱

うベンダーへの教育など、サイバーセキュリティ対策を講じやすい環境づくりを国において行

うとともに、電子カルテの導入や、電子カルテとその他医療情報システムとの連携に係るシス

テム改修費用など、医療機関におけるデジタル情報基盤づくりについても、国が十分な財源措

置をして実現する必要がある。 

 〔医療機関の老朽化〕 

全国的に医療機関の老朽化が深刻な問題となっている。建物の増改築や高額な医療機器の購

入を現行の診療報酬制度下の損益モデルで賄うことは難しくなっており、これまでの機能を維

持することも困難な状況である。本県の地域柄、建替えに必要なスペースも十分に確保できて

いない医療機関が多く、建替え用地を探すことにも苦労している状況にある。 

こうした中、現在ある補助メニューでは、病床を削減することができれば削減病床分に対す

る支援（ダウンサイジングに対する給付金事業）が可能であるが、特に小規模病院の老朽化は

深刻であり、１病院だけでの病床削減をすること自体が難しく、削減すれば病院の経営そのも

のが厳しい状況となる。 

本県は、都道府県の中でも今後も病床が不足するとされる数少ない県であり、病床を確保・

維持する観点から現在病床を有する医療機関への支援が欠かせない。そのため、本県のような

病床が不足する地域については、病床の削減がなくても医療機関の老朽化対策の観点から病院

の建替え等に対する補助メニューを創設する必要がある。 

また、小規模病院の地域での下支えが、大規模病院の病床運営を成立させていることから、

病床が過剰な地域であっても、一定規模以下の小規模病院における老朽化に対して、病床の削

減を伴わない建替え等に対する補助メニューの創設が必要である。 

〔介護分について〕 

令和６年能登半島地震では、多くの介護施設等が被災した。本県では災害レッドゾーン・イ

エローゾーン等に立地する介護施設等は相当数あり、移転・改築により安全性を向上させる必

要がある。その他の介護施設等についても、介護施設等の創設を条件とした大規模修繕のみが

対象となっているため、介護保険制度導入以前に開設された施設の老朽化など既存設備等の維

持は引き続き困難な状況である。 
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また、補助単価については、介護ロボットについて一律に上限が設定されているなど、地域

の実情や創意工夫を活かした取組が進みにくい状況があるため、建築コストの増などに併せた

見直しを随時行う必要がある。 

そのほか、介護人材確保対策についても、地域が独自に取り組んでいる事業で、海外におけ

る介護人材候補者に対する訪日前日本語研修等の学習支援といった先駆的な取組には該当メニ

ューがなく、また、既存メニューにおいても国の実施要領において、補助基準額、補助対象者

等が一律に定められているため、地域の実情や創意工夫を活かした取組が進みにくい状況があ

る。 

また、事業区分Ⅲ（介護施設等の整備に関する事業）とⅤ（介護従事者の確保に関する事

業）間の融通が認められないことで、事業の機動的な実施に影響が生じている。 

 

◆実現による効果 

医療分については、十分な額の配分により、在宅医療の推進や医療従事者の確保に必要な事

業が実施できる。 

また、介護分について、地域の実情に応じた多様なニーズへの柔軟な対応を可能とすること

により、個別性の高い、効果的な地域包括ケアシステムの推進が期待できる。 

（神奈川県担当課：健康医療局医療企画課、福祉子どもみらい局地域福祉課、高齢福祉課） 

 

 

２ 保健・医療・介護を担う人材の確保定着 

 

【提案内容】                      提出先 厚生労働省 

(1) 本県の大学医学部の地域枠による臨時定員増について、令和９年度ま 

で暫定延長が決まったところであるが、本県の医師確保・偏在対策とし 

て引き続き重要な枠組みであることから、令和10年度以降の取扱いにつ 

いても、臨時定員増とする現行制度を継続するとともに、地域の実情や 

都道府県の意向に十分配慮して検討を進めること。 

さらに、医師の臨床研修制度における都道府県別の募集定員について、

引き上げること。 

◆現状・課題 

本県の医師数は、令和８年４月に公表された 

「医師偏在指標」では、「医師多数でも少数でも 

ない都道府県」として区分され、二次医療圏別 

では「医師少数区域」もある（県央・県西）。 

今後、本県では急激な高齢化が進み医療需要 

も増加することや、医師の働き方改革が及ぼす 

影響を踏まえると、地域枠を臨時定員増とする 

現行制度を、今後も継続する必要がある。 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「医師偏在指標作成支援データ集」 
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◆実現による効果 

地域枠医師を継続して確保するとともに、医師の確保を特に図るべき区域等に配置するこ

とにより、地域偏在が是正される。また、臨床研修病院、専門研修基幹施設等に医師が増え

ることにより、医師不足及び医師の勤務環境改善につながり、県内定着が促進される。 

（神奈川県担当課：健康医療局医療整備・人材課） 

 

(2) 看護職員等の医療従事者を安定的に確保するため、その専門性と責任

に見合った適切な処遇の改善を行うとともに、今後も予想される賃金等

の上昇を速やかに診療報酬に反映させる仕組みを導入すること。 

   また、医療機関の経営を圧迫している有料職業紹介事業者の高額な手

数料に係る適切な上限設定やその内容を遵守させるための実効性の確保

等、必要となる措置を講じること。 

◆現状・課題 

  本県では、今後 2040 年にかけて 15 年間で高齢者が約 50 万人増加すると推計され、医療・

介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加に伴い、看護職員等の需要が高まっている。 

一方、生産年齢人口が減少している中、医療分野では、全産業の賃上げ水準と比較しても

低水準であり、他産業との人材獲得競争に直面している。 

  さらには、そのような厳しい状況の中、人材を確保するため、有料職業紹介事業者へ頼らざ

るを得ず、高額な手数料の支払いが医療機関の経営を大きく圧迫している。 

  安定的に医療従事者を確保するため、必要な処遇改善のほか、有料職業紹介事業者への手数

料に係る適切な上限設定やその内容を遵守させるための実効性のある措置を講じることが必要

である。 

 

◆実現による効果 

医療従事者の処遇を改善することで、人材の確保・定着に繋げることができる。また、厳し

 い状況に置かれている医療機関等の負担を軽減することができる。 

                                （神奈川県担当課：健康医療局医療整備・人材課） 

 

 

県の年齢３区分別の将来人口推計 
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 (3)  介護ニーズの高度化・多様化に対応できる人材の確保・養成を図る

ため、人材層ごとの機能、役割を明確化するとともに、それを裏付ける

教育・養成体系を早期に整備すること。 

また、介護人材の確保・定着を図るため、介護保険サービスの種別を

問わず、介護事業所で働く全ての従事者の確実な収入の引上げにつなが

るよう、これまでの介護報酬における基本報酬の改定や処遇改善加算の

効果等を検証するとともに、適時適切な処遇改善を図ること。 

◆現状・課題 

介護職員のキャリアパスの整備が不十分であるため、介護の現場においては「介護福祉士」

「研修等を修了し一定の水準にある者」「基本的な知識・技能を有する者」といった人材層の

役割が混在しており、例えば、高度な専門性を有する介護福祉士が専門性を要さない配膳やベ

ッドメイクなどの業務も行っているなど、限られた人材を有効活用できていない。そこで、意

欲・能力に応じてキャリアアップを図り、キャリアに応じた役割を担うことができるようにす

るため、人材層ごとの機能、役割の明確化と、それを裏付ける教育・養成体系を早急に整備す

る必要がある。 

認定介護福祉士やチームリーダーを育成する研修（ファーストステップ研修）は法的に位置

付けられておらず、キャリアに見合った賃金体系となっていないため、十分な養成が進んでい

ない。専門性の高い人材配置に対して、介護報酬上、評価する仕組みが必要である。 

また、介護の職員の給与については、処遇改善の措置が図られてきているが、他の職種の給

与水準と比較するといまだに低い状況が続いている。介護人材の定着のためには、処遇改善が

必要である。 

介護支援専門員については、認定者数の増加に伴う介護サービスの利用件数の伸びに対して

十分に増加しておらず、慢性的に不足している現状がある。 

 

◆実現による効果 

介護職員のキャリアパスの整備を促進し、介護人材の資質の向上や処遇改善につなげていく

ことにより、介護人材の確保・定着に向けた取組を促進することができる。 

また、介護職員の報酬体系について、更なるベースアップが図られることにより、人材の確

保・定着に繋げることができる。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局地域福祉課、高齢福祉課） 

 

(4) 医師の働き方改革については、令和６年４月から勤務医の時間外労働

の上限規制が適用開始されたが、地域の救急医療等の提供体制に支障を

生じさせないためには、国民一人一人が医師の働き方改革の趣旨を理解

の上、適切な受診行動を選択することを定着させる必要があることから、

意識啓発活動を、引き続き国が主体となって全国的に行うなど、大胆か

つ強力に進めること。 

同時に、医師の働き方改革等に伴い今後は限られた医療資源を効率

的・効果的に活用する必要があることから、遠隔診療の推進、ＡＩやロ

ボット等の最先端のテクノロジーの活用等による医療ＤＸをより一層推

進すること。 
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◆現状・課題 

令和６年４月から、改正労働基準法が医師に適用されている。そのような中、各医療機関に

おいては、様々な合理化を進めるなどして医療提供体制を確保しながら働き方改革を進めてい

るが、医療関係者からは、国民一人一人の制度の趣旨の認知度が低いとの指摘がある。 

医師の働き方改革と地域医療を両立するには医療を提供する側の努力だけでは限界があり、

このまま国民の意識が十分に変容しないままでは、医療需要と供給の均衡を欠く事態となり、

地域医療提供体制に支障が生じるおそれがある。 

こうした事態を回避するためにも、新たな医療提供のあり方として、ＡＩやロボット等の最

先端のテクノロジーを活用し、医療ＤＸを推進することで限られた医療資源を効率的・効果的

に活用することが重要である。 

 

◆実現による効果 

医師が健康に働き続けることのできる環境を整えることは、医療の質と安全を確保していく

上で大変重要であることを、国民一人一人が認識し、適切な医療のかかり方について理解を深

めることが可能になり、また、最先端のテクノロジーを活用した医療ＤＸをより一層推進する

ことで、医師の働き方改革等に伴い地域医療に支障が生じることを回避することができる。 

（神奈川県担当課：健康医療局医療整備・人材課、医療企画課） 

 

３ 介護サービスの質の向上や介護職員の定着に向けた介護報酬 

の仕組みの構築 
 
【提案内容】                     提出先 厚生労働省 

(1) 質の高い介護サービスの提供や地域包括ケアシステムを深化・推進す

るため、要介護状態の改善につながる取組や「未病改善」の取組、職員の

定着、資質向上、テクノロジー活用の取組について、介護報酬での評価を

更に拡大するなど、事業所にインセンティブが働くような、介護保険制度

の持続可能性を高める仕組みを構築すること。 

  その際、状態の改善を評価する指標として、本県が開発した「未病指標」

の活用を検討すること。 

◆現状・課題 

介護保険制度は、要介護認定者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるようにすることが目的であるが、現在の制度では、要介護度に応じて報酬が設定さ

れており、要介護度を改善させた場合、報酬は減少してしまう。 

事業者が行う質の高い介護サービスや「未病改善」の取組等のアウトカムを評価する適切な

評価方法が定まっていないため、客観的な指標で評価する仕組みを構築し、インセンティブ 

が働くようにする必要がある。 

また、テクノロジーの活用について令和６年度の介護報酬改定で生産性向上推進体制加算が

新設されたが、引き続き検証を続けつつ、更なる拡大に向けて検討する必要がある。 

 

◆実現による効果 

要介護度の改善につながる質の高いサービスや「未病改善」の取組、介護従事者の資質向

上、定着に向けた取組を積極的に評価することで、より質の高い事業者、賃金の改善、介護従
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事者の増加、ひいては介護保険制度の目的である、要介護者の尊厳の保持が可能となる。 

また、未病指標は測定に係る手間が小さく、介護現場の負担軽減にも資する。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局高齢福祉課） 

 

 (2) 介護保険における地域区分については、賃金水準に即したものとなる

よう、県内一律とするなど地域の実情に沿って見直すこと。 

 

 

 
  

◆現状・課題 

本県内は交通機関が発達し物価もほぼ同様で、最低賃金も県内で統一されているにもかかわ

らず、地域区分は２級地からその他区分まであって、２級地に５級地が隣接するなど、非常に

混在している。このため、所在地によって事業所の報酬に差が生じ、経営収支や人材確保の面

で深刻な影響が出ていることから、最低賃金に合わせて、県内一律の設定とするなどの見直し

が必要である。 

国家公務員の地域手当については、令和６年８月の人事院勧告において、級地区分を設定す

る地域の単位を広域化（従来の市町村単位から都道府県単位を基本）するとともに、級地区分

の段階数が７区分から５区分に見直しされ、令和７年度から段階的に支給割合の引き下げや引

き上げが実施されている。地方公務員の地域手当についても国家公務員の地域手当と同様の見

直しが行われており、総務省の方針を踏まえて各市町村で地域手当の設定を行うことになる

が、地域手当の設定にあたっては、特別交付税の減額措置が令和７年度から廃止されており、

国家公務員とは異なる独自の支給割合を設定する自治体が増加することも考えられる。 

 

◆実現による効果 

地域区分を地域の実情に沿って見直すことで、介護保険事業所の経営安定化や人材確保につ

ながる。 

［本県における介護保険 

の地域区分の状況］ 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局高齢福祉課） 
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４ 特別養護老人ホーム等への入所に係る低所得者対策の強化  

 

【提案内容】                    提出先 厚生労働省

低所得者であっても、特別養護老人ホーム等の入所に当たって、在宅と 

同様な居住環境の下で適切なケアを受けられるよう、必要な対策を講じる 

こと。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局高齢福祉課） 

◆現状・課題 

常時介護を必要とし、自宅等で生活することが困難な方が施設入所された場合についても、

在宅と同様な居住環境の下で適切なケアを受けることは必要である。そのため、本県において

は特別養護老人ホームの整備に当たっては、プライバシーが確保され、できる限り在宅に近い

居住環境の下で生活することで、一人ひとりの個性や生活のリズムに合わせたケアを提供する

ことができるユニット型個室を原則としており、国も、特別養護老人ホームの居室について、

個室ユニット化を推進している。 

しかし、ユニット型個室は従来型の多床室と比べ利用者の費用負担が大きく、低所得者には

利用しにくいことがユニット型個室の大きな課題となっている。 

入居者の尊厳の観点からも、介護施設の入所者の居室についてはユニット型個室が望ましい

ことから、低所得者でもユニット型個室に入所できるように必要な対策を講じることが必要で

ある。 

現在、負担軽減策として社会福祉法人による利用者負担軽減制度があるが、制度を適用する

かどうかの判断が実質的に社会福祉法人に委ねられており、制度が十分に活用されていないた

め、軽減対象者に対して一律に適用されるようにするなど、必要な人が制度を活用できるよう

支援する必要がある。 

 

◆実現による効果 

施設入所に当たって必要な費用を支援することで、低所得者であっても在宅と同様な居住環

境の下で適切なケアを受けることができる。 


